
中小企業には、大企業とは異なる「中小企業ならで

そこで中小企業に合った人事評価の方法として、弊事務

「棚卸し型人事評価制度」（職務分析による評

「現状の評価制度に不満がある」「評価制度導入を検

「人事制度・賃金制度は無いが、社員の評価は行いた

評価の方法がわからない。

過去に評価制度を導入したが、運用できていない

昇給や賞与の原資を効率的に配分したい。

■評価制度チェックポイント１０

頑張った人を評価するシステムがない。

社員の成長を後押しする制度を導入したい。

管理職が部下の指導・評価をできていない。

会社の業務内容の整理ができていない。

誰にどんな能力があるか把握できていない誰にどんな能力があるか把握できていない。

ベテラン社員が個人の技術・ノウハウを伝えよう

何年も同じ評価基準のままである。

これらにチェックがつけば、「評価制度

社会保険労務士法人

庄司茂事務所主催

は」の人事評価の方法があるはずです。

務所が多くの企業で指導・導入している制度が

評価制度）です。

検討中」といった会社様はもちろんのこと、

たい」という会社様もぜひご参加ください。

い。

（思い当たる項目に☑を！）

うとしない。

」を 見直すべきです！すぐに

お申し込みは裏面より



セミナー

日 時 11月 19日（木）14：00～16：45（13

場 所 神戸市産業振興センター 902・903会議室

受講料 御一人様 １０，０００円（消費税込）

対象者 経営者、役員、管理者 （定員 30名 先着

お問合せ
先

社会保険労務士法人 庄司茂事務所

神戸事務所 〒650-0004 神戸市中央区中

姫路事務所 〒670-0955 姫路市安田4-

＜メニュー＞
１．人事制度・賃金制度がなくてもできる「評価制度」

２．「できること」「やったこと」を評価する仕組みに

３．行動を評価する「評価者訓練演習」 ※ビデオ演習

４ 便利ツ ルを利用した「職務分析実習

事務所HP： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｒｏｕｍｐｒｏ．ｃ

【講師】
社会保険労務士法人 庄司茂事務所

４．便利ツールを利用した「職務分析実習」

５．人事評価に使える書式ひな形とその説明

希望者に向けて「無料相談会」（後日）も実

社会保険労務士法人 庄司茂事務所

特定社会保険労務士・行政書士

庄司 茂（しょうじ しげる）

労働保険事務組合 経営労務協会 会

経済産業大臣・内閣府特命大臣認定

日本人事労務コンサルティンググルー

会社名

半日でできる!評価制
※本セミナーの対象者は経営者・管理者となります

所在地

〒

TEL FAX

ご参加者①
御芳名

ご参加者①

ご参加者②
御芳名

お申込みＦＡＸ： 01
お申し込み後3日以内に受講票をFAXにてお届けいたします もお申し込み後3日以内に受講票をFAXにてお届けいたします。も
絡お願いいたします。（TEL:0120-66-8050）

・ご記入いただきました個人情報は弊事務所関連以外には使用致
・情報管理は厳重に行い、法的義務に伴う要請を受けた場合を除
の開示等は一切致しません。

ー概要

3：30受付開始）

室（神戸市中央区東川崎町1-8-4 (神戸ハーバーランド内)）

着順）

０１２０－６６―８０５０

中山手通5-1-1 神戸山手大木ビル6F
36 マサミビル3F

」の解説

について

習

ポイント１

評価制度の要点を短時間で解説！

ポイント２

ｏｍ/ EｰMAIL ： info@sssr.jp

所 代表

実施いたします。

実際に評価を体験して頂きます！

神戸商工会議所発行「神戸商工だより」
‘14.6月号の「専門家に聞く」コーナーに
て、「評価制度」について執筆。

所 代表

会長

経営革新等支援機関

ープ（ＬＣＧ）正会員

業 種

度セミナー 申込用紙
すので、対象者以外の方の参加はご遠慮願います。

X 社員数

御役職

御役職

20-38-3399
もし受講票が届かない場合は お手数ですが弊事務所までご連もし受講票が届かない場合は、お手数ですが弊事務所までご連

社会保険労務士法人

庄司茂事務所

致しません。
除き、第三者へ


